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精神医療審査会の機能強化
～精神障害者の権利擁護とは何か？～

2018年10月27日
平田豊明

全国精神医療審査会連絡協議会専務理事

全国精神医療審査会連絡協議会
平成30年度シンポジウムin京都

「精神障害者の権利擁護の現状と課題
～今後のあり方について考える」

1

目次

１．精神障害者の権利擁護とは何か

２．わが国の精神科入院医療の現状

３．精神医療審査会制度の現状

４．精神医療審査会の機能強化に向けて

2

3

精神障害者の権利擁護とは？

○一般医療における入院患者と同等の権利
が守られること。すなわち、

（１）インフォームドコンセント（ＩＣ）のもとで、治
療契約に基づく標準以上の医療が受けられる
こと。

（２）治療契約上の行動制限（安静臥床など）
以外には、行動の自由が遵守されること。

4
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インフォームドコンセント（ＩＣ）の成立要件

○ＩＣによる医療といえるためには、以下の条
件がすべて満たされなくてはならない。

（１）治療による利益とリスクの説明

（２）代替手段の説明

（３）治療手段を選択・忌避する自由の保障

（４）説明を理解する患者の判断能力

○（４）が期待できない場合（幼児や意識障害、
重度認知症例など）は、家族が代諾同意。

5

医療保護入院は家族の代諾同意による
契約入院といえるか？

○以下の場合には契約入院とはいいがたい。

（１）首長同意による医療保護入院。

（２）家族に患者の利益を保護し、治療に協力

する意志があるとはいえない場合。

（３）家族の治療同意能力が十分とはいえない

場合。

6

精神科における非自発入院の容認根拠

○精神科でＩＣによらない入院が容認される普遍
的根拠は、以下のいずれかの要件が認められる
こと。

（１）精神障害による自傷他害リスクの存在
（police power 系列）
（２）入院治療の必要性を患者が認識できないこと
（parens patriae 系列）

○しかし、わが国の医療保護入院は「措置入院に
も任意入院にも該当しない場合」と消去法的に規
定されているにすぎない。

7

任意入院は自発入院といえるか？

○任意入院の成立要件は、

（１）患者本人による同意と

（２）患者の治療同意能力の存在

であるが、

○以下の点で、自発入院とはいいがたい。

（１）治療同意能力の判定基準があいまい。

（２）閉鎖病棟での処遇が過半数。

（３）退院制限の規定がある。

8
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参考）精神科救急医療ガイドライン2015年版（日本精
神科救急学会）による非自発入院の判断基準案

１．精神保健福祉法が規定する精神障害と診断される。

２．前記の精神障害のために判断能力が著しく低下した病態にある

（精神病状態、重症の躁状態またはうつ状態、せん妄状態など）。

３．この病態のために、社会生活上、自他に不利益となる事態が生

じている。

４．医学的介入なしには、この事態が遷延ないし悪化する可能性が

高い。

５．医学的介入によって、この事態の改善が期待される。

６．入院治療以外に医学的な介入の手段がない。

７．入院治療についてインフォームド・コンセントが成立しない。

以上の要件を満たすと説明できるカルテ記載が必要

精神医療審査会制度の存在理由

○以上のような状況下で精神医療審査会制度
の目的は、

（１）精神障害者の人権擁護と

（２）適正な医療の確保

と規定されているが、

○以下の論題を再検討する必要がある。

（１）精神科入院患者の権利とは何か？

（２）適正な医療とは何か？

10

精神科入院患者の権利とは？

○精神科入院患者の権利とは、以下の二通
りである。

（１）非自発入院や非自発医療、行動の自由
の制限に対して不服を申し立て、裁判を含む
外部審査を要請する権利（不服請求権）

→ 退院請求・処遇改善請求の根拠
（２）適正な医療を受ける権利（受療権）

→ 処遇改善請求・書類審査の根拠

11

適正な医療とは？

○ＩＣが成立しない条件下での適正な医療とは
以下のいずれをも満たす医療である。

（１）法令を遵守した医療

→ 明文化されている。制度が実践を規定する。
（２）その時代の医療水準からみて標準以上の
医療

→ 必ずしも明文化されはいない。実践が先行
し、制度が追認する。

12
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13

精神科入院患者の動態

142014年6月末在院数

2014年度退院件数

284,806

～2014年・2015年6月30日調査から（入退院件数は推計）～

380,028

290,406

335,628

2015年6月末在院数

50,000

うち死亡退院

12,552

在院
期間

（2014年度入院件数）

103,731

186,675      

104,084

180,722

44,400
“new long stay”

1 年
未満

1 年
以上

約38万人（F2が32.2%）が
入院し、38.6万人（同
36.2%）が退院したが、
4.4万人が長期在院に移
行した。

在院者の3分の2近くは
1年以上の長期在院者。

385,628

精神病床の内訳
～平成29年6月30日調査より～

15

320,737床

14,601床（医観法813、児童1,175、
特別入院1,741、特殊疾患4,720、 地
域移行1,985床、他4,167床）

94,819床（1,732病棟）
35,257床（670病棟）

4,529床（79施病棟

1,211床（32病棟）

2,719床（75病棟）
17,833床（369病棟）

10,040床（214病棟） 27,873床
（8.5％）

5,189床（123病棟）
133,017床（2,491病棟）

1,522床（23病棟）

北海道(6.1)

青森

岩手(１)

秋田(1)

宮城(１)

山形(４)

福島(２)

新潟(２)

栃木(1)

茨城(1)

千葉(12.1)

埼玉(8)

群馬(3)

東京(18)

徳島
(1.1)

神奈川(6.3)

山梨(１)

愛媛
(1)

静岡(5)

愛知(7)三重
(3)

長野(３)

富山(１)
石川(２)

福井(２)

岐阜
(2)

滋賀
(１)

京都(３)

奈良
(3.1)

和歌山(1)

大阪
(8.2)

兵庫(６）

高知
(1)

鳥取

岡山(２)

島根(1)

大分

宮崎
(1.1)

広島(２)
山口(２)

福岡(6)

長崎(1)

熊本(3)

鹿児島(1)

沖縄(3)

香川

佐賀(1)

都道府県別精神科
救急入院料認可施設数
2017年8月1日現在（150施設）

黒番号：精神科救急入院料１・２施設数
赤番号：精神科救急入院料合併症施設数

9～11施設
6～8 施設
3～5 施設

2施設
1施設

未認可

12施設以上

16

二次医療圏・精神科救急医
療圏単位の分布は
ReMHRAD(Regional Mental 
Health Resources Analyzing 
Database)を参照
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17

%

入院 ヶ月

入院患者残留曲線
～精神科救急入院料病棟（千葉県精神科医療センター）と

全国平均の比較（2012年度）～

わが国の精神科平均在院日数の推移
～厚労省「病院報告」より～

496

490

492486
471468

455
441

424

406
390

377374
364

349
338

327
320318313307301298292

285281275270

1996年以降、急性
型病棟の増加によ
り、平均在院日数
は61%に短縮し、
在院患者数は約5
万人、14.7％減少
した。

精神科急性期治療
病棟入院料新設

在院患者数
338,714

在院患者数
288,890

18

精神科救急
入院料新設

わが国の精神科医療の現状
～演者から見て～

１．医療と福祉が未分化。

２．医療法精神科特例が精神科医療を一般医
療から制度的に隔離・拘束している。

３．人的資源の不備を大量投薬と行動制限が補
填している。

→ 以上が患者の権利を侵害する土壌となっている。

４．一方、先進的な精神科病院は病床を削減し、
地域展開と意識改革を志向している。

→ 医療の継続性を重視した緩徐な脱入院化が進行している。
19 20
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合議体委員数と構成

745

613

525

292

237

190

311

249

191

0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600

2013

2008

2003

医療 法律 有識者

合議体数

906（170）

1099（204）

1348（206）

年度

人

厚労科研より 21

(57.9%) (21.0%) (21.1%)

(55.8%) (21.6%) (22.7%)

(55.3%) (21.7%) (23.1%)

審査件数の推移

2362 2369 2318 2501 2585 2775

303 384 337
342 386

425
252943 253629 258858

267929 273082 279266
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退院請求審査件数 処遇改善請求審査件数 書類審査件数

退院・処遇改善請求審査状況
2016年度

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

審査開始 不審査決定

23

精神医療審査会制度の現状（１）
～演者から見て～

１．書類審査偏重で入院者への面接頻度
が低い。
・非自発入院の件数（年間約160千件）、在院患者数
（約130千人）に比べて退院等の請求件数が少ない（年
間約4.5千件＝年間入院の2.8％、在院患者の3.5％）。
・請求受理から結果通知までに1ヶ月以上を要するため、
請求の3割以上が不審査に終わる。
・英仏では、非自発入院後、原則として全員に外部機
関によるヒアリングが義務付けられている。

24
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精神医療審査会制度の現状（２）
～演者から見て～

２．審査様式や基準に地域差があるのに
見えにくい。
・審査の様式や頻度には明らかな地域差がある。

・審査の基準にも地域差のあることが推測される。

・請求の上告制度がないこともあり、地域横断的な情報
交換が不十分。

25

精神医療審査会制度の現状（３）
～演者から見て～

３．精神医療審査会の行政からの独立性、
医療からの中立性、権利擁護機関として
の専門性が十分とはいえない。
・事務局が行政機関内に設置されている。

・医療委員の大半が精神科病院に所属（医療内容へ
の言及などに限界）。

・非医療委員が精神医療の現状に通暁しているとはい
えない。

26

27

精神医療審査会の強化に向けての提案

１．短期的提案
・書類審査を分離し、請求審査の比重を高める。

・調査権限を活用し、処遇や医療の内容に関する改善勧告を
積極的に行う。

・全審連に相談窓口を常設し、各地の審査会からの疑義・提案
を検討して回答する（できれば全国の事務局で共有する）。

２．長期的提案
・精神医療審査会を労働委員会のように行政から独立させ、中
央機関に上告することができるようにする。

28
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精神障害者の権利擁護の現状と課題、
今後のあり方について考える

和歌山県福祉保健部福祉保健政策局障害福祉課
中 川 浩 二

平成３０年全国精神医療審査会連絡協議会 京都シンポジウム

精神医療アドボーケーター制度の創設について

和歌山県の精神医療審査会

和歌山県 全国

人口 963,579人 127,094,745人
H27

国勢調査

精神科病床を有する病院数 12 1,583 H27.6.30

精神科病床数 2,096床 326,564床 H27.6.30

人口万対病床数 21.8床 24.8床

人口万対平均在院患者数 17.3人 22.8人
H28

病院報告

精神病床利用率 78.5% 82.8%
H28

病院報告

精神科病床平均在院日数 306.8日 269.9日
H28

病院報告

和歌山県の精神科医療の概況

和歌山県の精神医療審査会

年度 医療保護入院届
医療保護入院
定期病状報告書

措置入院
定期病状報告書

退院請求 処遇改善請求

平成23年度 812 522 3 13 2

平成24年度 804 506 2 22 2

平成25年度 816 467 1 19 2

平成26年度 869 458 1 19 1

平成27年度 925 421 2 24 0

平成28年度 919 422 5 12 1

平成29年度 952 428 2 7 0

過去７年の精神医療審査会で審査された件数

退院請求の受付から結果通知までに要する日数
平成２９年度 ２５．９日 平成３０年度 ２１日

和歌山県の精神医療審査会

合議体数 ３
各合議体の構成 医療委員３名(うち２名が出席)

保健福祉委員２名
法律会員１名

各委員のプロフィール
医療委員 精神保健指定医９名
保健福祉委員 精神保健福祉士２名

保健師１名
看護師１名
当事者１名
家族１名

法律家委員 検察庁検事１名
弁護士２名

その他に予備委員として、指定医３名、保健師１名
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【新たな地域精神保健医療体制の構築に向けた検討チーム（第３Ｒ）】

入院制度に関する議論の整理（平成24年6月28日）
（概要）

＜精神保健福祉法で定める入院制度＞
○ 自傷他害のある人を対象に都道府県知事が行う措置入院、本人が入院に同意する任意入院のほか、両入院に該当しない人
で、保護者の同意を要件とする医療保護入院の３種類が定められている。
（※）「保護者」は、精神保健福祉法に基づき精神疾患のある人につき一人決められることになっている。

○ １年間に精神科病院に入院する３８万人の４割（１４万人）が医療保護入院による入院
○ このほか、本人の同意を得られない場合に、医療保護入院のために移送させる仕組みもある（「34条移送」）

＜医療保護入院の課題＞
○ 本人の同意なく入院させている患者に対する権利擁護が十分か。
○ 入院の必要性があっても保護者の同意がなければ入院できない。
○ 保護者の同意がなければ退院することができない状況もあり得るため、入院が長期化しやすい。
○ 本人の意思に反し保護者の判断で入院させるため本人との間にあつれきが生まれやすく、保護者には大きな負担。

① 保護者による同意を必要としない入院手続きとする。
② 本人の同意によらない入院の期間をできる限り短くするため、
入院当初から早期の退院を目指した手続きを導入する。
◆入院当初からの院外の地域支援関係者の関与
◆入院期限の設定と更新の審査の実施 等

③ 権利擁護のため、入院した人は、自分の気持ちを代弁する
人を選べることとする。
④ 早期の退院を促進するよう、入院に関する審査を見直す。

◆精神医療審査会（都道府県の精神保健福祉センターに設置）に、退
院に向けた具体的な指示を行う権限を新たに付与
◆必要な人には精神医療審査会が病院に出向いて審査 等

医療保護入院の見直し

・保健所の関わりの強化（入院中・退院時への関与を明確
化）と相談支援との連携 等

措置入院措置入院

・本人を含め病院等関係者が治療計画を作る仕組みの導入
・急に症状が悪化した場合、1週間など期間限定で医療的支
援を行う短期宿泊支援の導入

退院後の地域生活の支援退院後の地域生活の支援

・34条移送の保護者の同意要件は外す。
・対象者の緊急性の要件の撤廃
・事前調査の明確化と地域支援関係者の参画

入院の契機(34条移送関係)入院の契機(34条移送関係)

今後、本人の同意によらない入院の状況を踏まえながら、今回の議論を終着点とすることなく、よりよい仕組みを目指して、検討を深めて行くことが必要。
また、こうした仕組みの運用が担保されるように一定期間ごとに評価するとともに、検証し、よりよい仕組みとなるよう見直しを行っていくことが必要。 2

０．アドボケーターとは

○ アドボケーターとは、広義の意味では自分の意見や
権利を上手く主張することのできない患者や障害者に
かわり、それを代弁する者を言う。

日本語での名称は、代弁者、擁護者、権利擁護者、
権利擁護推進員、医療決断サポーターなどと呼ばれる
こともある。

○ 患者や障害者、高齢者、様々な被害者などに寄り添
い、意見を聞きながら、納得いくように、周囲のス
タッフや家族、行政機関等に気持ちや思いを伝えてい
く役割がある。

１．精神医療アドボケーターの定義について

○ 精神医療アドボケーターの定義は、「精神医療を受
けるすべての個人が、主体的に望む暮らしについて意
思表出して行動できるよう側面的に支援するとともに、
本人の立場で気持ちや状況を理解し必要に応じて代弁
し、権利行使を支援する者」とする。

２．精神医療アドボケーターの機能等について

○ 精神医療アドボケーターには、入院中の精神障害者
に対してあらゆる意味での権利侵害がおきていないか
をチェックする役割を課し、権利侵害が疑われる場合
には都道府県知事等に申告することができる機能を持
たせる必要がある。

○ 入院している医療機関と同一法人の職員が精神医療
アドボケーターの任に就くことを禁止する。
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３．精神医療アドボケーターに対する医療機関
側の姿勢について

○ アドボケートを担う上において、精神医療アドボ
ケーターと入院先医療機関の間には患者の権利等をめ
ぐって何らかの葛藤が生じ得る可能性がある。

医療機関側には、患者の精神医療に対するあらゆる
感情や精神医療アドボケーターの意見を受け止め、理
解する姿勢が求められる。

また、患者や精神医療アドボケーターを好意的に受
け入れて協働していく必要がある。

４．アドボケーター養成研修について

○ 精神医療アドボケーターの養成研修は少なくとも２日
間以上の日程が必要。

○ 受講対象者の積極的な研修内容の習得に繋がるよう、
講義、ロールプレイ、事例検討、グループディスカッ
ション等に十分な時間を確保する。

○ 具体的な研修内容としては、
・「精神医療の歴史」に関する講義

・精神医療アドボケーターの役割と機能に関する説明

・精神障害者とのかかわり方や留意点等に関する、精神科医や弁
護士、精神保健福祉士やピアサポーター等の関係職種によるパネ
ルディスカッションやシンポジウム

・精神医療アドボケーターの役割や活動についての課題や疑問点
等を確認するための参加者によるロールプレイや事例検討

なお、各講義の講師要件については別途、検討すべき。

５．精神医療アドボケーター制度の希望、申し
込みについて

○ 精神医療アドボケーターを利用する際の申し込みに
ついては、患者からの電話あるいは郵送以外に、通
院・入院医療機関の精神保健福祉士を始めとした医療
機関のスタッフが代行できること。また、医療機関、
行政、地域援助事業者等に、精神医療アドボケーター
制度について本人が利用しやすいよう積極的に周知す
ることを義務付ける。

６．医療機関の受入れについて

○ 制度の実施主体は患者と精神医療アドボケーターにあ
ることを前提にし、実施方法については本人・精神医療
アドボケーター・医療機関側の三者で協議して決定する。

○ 精神医療アドボケーターとの面会制限は、権利侵害で
あると認識し、病状が重いことを理由にして本人と精神
医療アドボケーターとの面会をさせないということが
あってはならない。

病状が重いなどの理由で精神医療アドボケーターとの
面会に支障を来すと判断される場合であっても、面会を
確実に遂行できることを目標に、精神医療アドボケー
ターと医療機関が協議の上でその実施方法を検討し、場
合によっては病院スタッフが同席するなど精神医療アド
ボケーターの安全確保に最大限の配慮をするなどの調整
を行う必要がある。
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７．精神医療アドボケーター誓約書について

○ 利用を希望する患者と精神医療アドボケーターの間
では契約書が交わされる必要がある。

８．アドボケーター活動報告書について

○ 医療機関への報告は、本人の同意があった場合のみ
とする。また、必要に応じて権利侵害とされる事案に
ついては、都道府県知事等への申告ができるようにす
る。

８．精神医療アドボケーターの実現課題

○ 医療誘導とならない技術

○ 資格や接遇

○ 費用負担の問題

○ 法律的な立場

○ 守秘義務、記録のあり方

精神医療アドボケーターが創設された
としても、その活動が患者にとっても
家族にとっても、また医療者にとって
も“了解できる支援”として認知され
なければ、患者にとっての代弁者機能
としては活かされない。
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2018 年度全国精神医療審査会連絡協議会 京都シンポジウム 

 

代弁者的役割をめざして～今できることから 

  

                                                  2018 年 10 月 27 日 

                                                  中田政義（京都弁護士会） 

 

発言（意見）の要旨 

    代弁者について、保護者制度の廃止に伴う代替制度として入院に重きを置く考え

と入院者の権利擁護制度として退院に重きを置く考えがあり、双方の役割を代弁者

に求めることは避けるべきである。 

    代弁者制度は、代弁者の独立性・第三者性が担保されない限り、入院者の意思に

反し利益を損なうおそれがある。 

    現行の制度でも、代弁者的役割を果たすことは一定限度で可能である。 

     ① 審査会に対する退院請求等 

     ② 医療保護入院者退院支援委員会の活用 

      ③  虐待防止法の利用による入院者の財産の保全（権利擁護） 

     ④ 成年後見人等による代弁者的役割（本人意思の尊重義務） 

      ⑤  法テラスの特定援助対象者法律相談制度の活用 

    あるべき制度がないことは不満だが、既にある制度を活用できていないことは 

我々の怠慢である。 

 

 

第１ 代弁者制度をめぐる従前の経過 

  １  2012.6.28「入院制度に関する議論の整理」（新たな地域精神保健医療体制の構

築に向けた検討チーム） 

    「本人の権利擁護のための仕組みとして、入院した人は、自分の気持ちを代弁し、

病院などに伝える役割をする代弁者（アドボケーター）を、選ぶことができる仕

組みを導入するべきであることについて意見は一致した。」 

 

 ２ 2013.6.19 第 183 回国会閣法第 65 号 附帯決議（衆議院） 

   「精神保健及び精神障害者福祉に関する法律の一部を改正する法律案に対する 

  附帯決議」 

  政府は、本法の施行に当たり、次の事項について適切な措置を講ずるべきである。 

  四 精神障害者の意思決定への支援を強化する観点からも、自発的・非自発的入

院を問わず、精神保健福祉士等専門的な多職種連携による支援を推進する施策

を講ずること。また、代弁者制度の導入など実効性のある支援策について早急

に検討を行い、精神障害者の権利擁護の推進を図ること。 

  五 非自発的入院の減少を図るため、「家族等いずれかの同意」要件も含め、国

及び地方自治体の責任、精神保健指定医の判断等、幅広い観点から、速やかに
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検討を加えること。 

  六 精神疾患の患者の権利擁護を図る観点から、精神医療審査会の専門性及び独

立性を高めることや精神医療審査会の決定に不服のある患者からの再度の請

求への対応など機能強化及び体制の整備の在り方を検討し、必要な措置を講ず

ること。 

  八 精神科病院の管理者に対し、医療保護入院について、可能な限り、患者の人

権に十分配慮した入院、入院後の治療行為の患者本人への説明に加えて、速や

かな退院の促進に努めることを指導徹底するとともに、医療保護入院等の患者

の退院後における地域生活への移行を促進するため、相談対応や必要な情報の

提供、アウトリーチ支援など、その受け皿や体制整備の充実を図ること。 

 

  ３  2014.12.20  日弁連意見書 

  (4) 要件④ 代弁者 

   「さらに，入院に当たっては，患者が自分の意見を伝えやすいよう，自己の意

見を代弁する者を選任させるべきである。 

    この場合の代弁者は，家族，弁護士，精神保健福祉士又はその他地域の生活

支援者となり得る者など，患者の権利擁護に資する者とする。特に，患者が入

院の不当性を主張しているような場合には，国費による弁護士代弁者の選任も

認めるべきである。 

    患者の代弁者は，遅くとも精神医療審査会による審査時には選任がなされて

いることを前提に，同審査会において意見を述べるものとする。 

    また，代弁者が迅速かつ実質的に患者の権利擁護活動を行えるよう，入院先

病院は，代弁者による診療録開示に積極的に応じ，患者と代弁者が電話で直接

話ができるよう配慮すべきである。また，代弁者が希望する場合には，可能な

限り主治医と代弁者の電話による通話も認められるべきである。将来的には精

神科病院と各精神保健福祉センターとの間でテレビ会議システムによる面談

ができるよう計画されるべきである。」 

 

  ４  2015.3.17 「精神障害者に対する支援の在り方について」（厚生労働省） 

    「『検討チーム』の報告では、入院した人は、自分の気持ちを代弁し、病因な

どに伝える役割をする『代弁者（アドボケーター）』を選ぶできる仕組みを導

入するべき、とされたが、『代弁者』の実施主体、活動内容等について様々な

意見があることから、今回の法改正には盛り込まず、具体化に向けた調査・研

究を行っていくこととした。」 

 

  ５ 2016.3「入院に係る精神障害者の意思決定及び意思の表明に関するモデル   

 事業」報告書（日本精神科病院協会）の「アドボケーターガイドライン」 

 

  ６  2016.3.2  精神医療アドボケーター制度（仮称）創設に関する意見書 

      （日本精神保健福祉士協会） 
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  ７ 2017.2.8 報告書（これからの精神保健医療福祉のあり方に関する検討会） 

   「意思決定支援等の権利擁護については、過去に「代弁者」として提案された

経緯もあるが、「代弁」の趣旨が明確でなく、また本来の権利擁護の趣旨を不

明確にしている側面もある。このため、意思決定支援等を行う者の名称につい

ても、必ずしも「代弁」という点に重点を置くのではなく、患者の入院中の意

思決定支援等の権利擁護を一層進めるという役割を踏まえた呼称とすること

が適当である。 

    なお、入院中の患者の財産的利益の保全等の権利擁護については、成年後見

制度により対応することが考えられ、成年後見制度の利用促進に係る議論の中

で検討することが適当である。 

    退院後の患者が障害福祉サービス等を利用する場合の意思決定支援について

は、『意思決定支援ガイドライン（仮称）』に基づく事業者向け研修等により、

適切に行われるよう取り組むべきである。」 

 

 

第２ 代弁者制度とは 

 １ 代弁者とは 

   (1)  2012.6.28 「入院制度に関する議論の整理」 

    （新たな地域精神保健医療体制の構築に向けた検討チーム） 

    「入院した人の気持ちを代弁し、病院などに伝える役割をする者 」 

  (2)  2016.3「入院に係る精神障害者の意思決定及び意思の表明に関するモデル事 

  業」報告書（日本精神科病院協会）の「アドボケーターガイドライン」 

     「アドボケーターとは、精神科病院に入院している者にとって、入院生活で

の困り事に対して信頼できる相談相手で、入院中の「説明が得られない」「聞

いてもらえない」ことに対しても、本人の立場で気持ちや状況を理解し、必

要に応じて代弁することで、本人が自分の気持ちに正直に生き、主体的に精

神科医療を受けられるように側面的に支援する者である。アドボケーターは、

本人の話を先入観なく理解し、利害関係のない人がその任を担う。」 

   (3)  2018.3.2「精神医療アドボケーター制度（仮称）の創設に関する意見書」 

    （日本精神保健福祉士協会） 

     精神医療アドボケーターとは、「精神医療を受けるすべての個人が、主体的

に望む暮らしについて意見表出して行動できるよう側面的に支援するととも

に、本人の立場で気持ちや状況を理解し必要に応じて代弁し、権利行使を支

援する者」 

 

 ２  目的（以下、私見） 

    ①  違法・不当な入院の解消 

    ②  社会的入院の解消 

    ③  入院中の人権侵害の防止 
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    ④  退院に向けた環境調整（経済的基盤、住居、活動場所、支援チーム） 

    ＊  入院の必要性が認められるにもかかわらず入院を拒否する人に入院を説得す

ることは、本人との強固な信頼関係がありこれを失わせるおそれがない等特段

の事情のない限り、代弁者の役割とすべきではない。 

    初回入院の場合や他害行為のおそれや本人の重大な利益を回復困難な程度に

失わせるおそれがある場合、入院に向けた本人の説得が必要としても代弁者以

外が行うべき。 

        さもなくば本人と代弁者との信頼関係の形成・維持は困難。 

 

 ３  身分、地位、資格 

   ①  独立した第三者としての地位を確保すること 

   ② 国家公務員として給与を保障すること 

   ③  国家資格（研修受講）とすること 

   ＊  必要な人数、現実的か 

      1 人当たり 100 人を担当とすると 3,000 人が必要 

                      50 人を担当とすると 6,000 人が必要 

                     年収を 500 万円とすると 150 億円～300 億円の人件費が必要 

   ＊  医療機関や地方行政・福祉の職員であってはならない。 

       Ａ病院に勤務するＰＳＷがＢ病院に入院した者の代弁者となることは危険。 

       地方行政職員等のＰＳＷが措置入院者等の代弁者となることも危険。 

       ＞利害関係のない独立した地位を確保するためには国家公務員とする必要が 

    ある 

    ＊  ピアサポーターとは異なる、連携は必要としても。 

＜長期入院者は退院意欲を奪われている。 

  入院意欲を喚起するにはピアサポーターが最適任。 

 

 ４  権限 

  (1)  立ち会いなしの面会権 

  (2)  カルテ等の記録閲覧権 

  (3)  主治医・ＰＳＷらに照会し意見を述べる権限 

   (4)  関係機関（審査会、退院支援委員会等）に照会し意見を述べる権限 

   ＊  代弁者の環境調整には限界がある（例えば、退院請求の代理人にはなれない、

破産申立・後見申立について委任を受けることはできない。） 

 

 ５  役割・機能 

  (1)  制度の利用者＞入院者に限られ、退院者は対象外 

        入院者本人・家族等の申込みによる（利用を強制できない） 

  (2)  当初入院の必要性及び手続について 

        通院で対応可能では、在宅支援を尽くしたか 

   (3)  入院継続の必要性について 
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        入院診療計画書記載の入院予定期間に比べ入院が長期化していないか 

        見通しが立たないのに漫然と入院させていないか 

        医療保護入院者退院支援に委員会に出席して意見を述べる 

  (4)  処遇について 

        任意入院であるにもかかわらず閉鎖病棟に入院していないか 

        任意入院であるにもかかわらず意思確認を怠っていないか 

        ガイドラインに沿って重篤な入院者の意思確認を定期的に行っているか 

  (5)  退院について 

        退院後の支援体制が準備できているか 

  (6)  退院後について 

        退院後の支援は代弁者の守備範囲外 

        しかし、退院後支援計画の作成や会議への参加は、代弁者の守備範囲内。 

       なお、「地方公共団体による精神障害者の退院後支援に関するガイドライン」

（2018.3 厚生労働省）参照。 

 

 ６  期間 

     入院から退院まで。 

 

 ７  意思決定支援との関係 

   (1) 2016.3「入院に係る精神障害者の意思決定及び意思の表明に関するモデル 

   事業」報告書（日本精神科病院協会）＞アドボケーターガイドライン 

    「平成 26 年 4 月に精神保健及び精神障害者福祉に関する法律の一部を改正する

法律（以下「改正法」という。）が施行された。同法附則第８条において「精神

科病院に係る入院中の処遇、退院等に関する精神障害者の意思決定及び意思の表

明についての支援の在り方」について検討を加えることとされている。 

     これまで、意思決定及び意思の表明についての支援については、法改正に向け

た有識者による検討会の中で、改正法における保護者の廃止に伴い、精神障害者

が入院において自らの意思決定及び意思の表明を支援するもの（以下「アドボケ

ーター」という。）を選択出来る仕組みを導入すべきとされた。しかし、その実

施主体、具体的活動内容等について様々な意見があることから、アドボケーター

については、法改正には盛り込まず、具体化に向けた調査・研究を行っていくこ

ととなった。 」 

    (2) 2017.3.31「障害福祉サービスの利用等にあたっての意思決定支援ガイド 

    ライン」（厚生労働省） 

    (3) 2018.3 「意思決定支援を踏まえた成年後見人等の事務に関するガイド  

   ライン」（大阪意思決定支援研究会） 

    (4)  2018.6「認知症の人の日常生活・社会生活における意思決定支援ガイド  

   ライン」（厚生労働省） 

 

  ８  従前の議論についての感想 
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      代弁者の地位、権限、役割等について曖昧で錯綜している。 

      「気持ちを代弁」では広きに失し、検証も困難。 

      もっと役割や権限を絞り込む必要があるのでは。 

      地位の独立性確保が最大のポイント。 

 

 

第３  今できることから始めよう 

   （「ない」ことを嘆くより、「ある」ものを活用しよう） 

  １  入院・処遇について 

   (1)  審査会に対する退院請求・処遇改善請求を活用する 

        （現状では有効に機能しているとは言えない。 

     利用者と利用を必要とする人との不一致） 

     弁護士費用について日弁連による法テラス委託援助事業の利用が可能。 

        （京都弁護士会への退院請求等援助の申込みは年間３０件前後） 

   (2)  弁護人選任権の告知を実効性あるものにする 

       精神医療審査会運営マニュアル 

     Ⅳ 退院等の請求の処理について 

      ３   合議体での審査等について 

        (1) 合議体が行う審査のための事前手続 

         ア  意見聴取 

           ⑥  意見陳述の機会等についての告知 

        「精神病院に入院中の患者が退院等を請求した場合は、当該患者に弁護士に

よる権利擁護をうける権利のあることを知らせなければならない。」 

        ＜実効的に告知されているのか。 

         「入院に際してのお知らせ」等に弁護士依頼権があることを告知する文 

     書を加えるだけで足る。 

      当番弁護士制度は、勾留質問時における裁判官による告知によって飛躍

的に利用が増加した。 

          ＜「退院等を請求した場合」を「入院した場合」に拡大できないか。 

          ＞法テラス・特定援助対象者法律相談制度（2018.1.24 開始）を利用して 

      非自発的入院という法律問題について出張相談することが可能では 

      （但し、１回限り）。 

     ＞必要に応じ、退院等請求の代理人に就任する。 

      弁護士費用について日弁連による法テラス委託援助事業を利用する。 

 

  ２  医療保護入院者の退院について 

      医療保護入院者退院支援委員会（規則１５条の６～８） 

     法３３の４（退院後生活環境相談員） 

     法３３の５（地域援助事業者の紹介） 

          ＜本人の依頼（委任）を受け、医療保護入院者退院支援委員会に本人とと
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もに助言者（代理人）として出席し、法的問題について意見を述べる。 

      費用について、特定援助対象者法律相談制度の利用が可能では。 

            なお、後見人等に就任している場合、本人の意思を確認のうえ、積極的

に出席して意見を述べる。後見人の職務として標準化する。 

 

  ３ 措置入院者の退院について 

        2018.3「地方公共団体による精神障害者の退院後支援に関するガイドライン」 

        （厚生労働省） 

        ＞本人の依頼（委任）を受け、退院後支援計画の作成や会議に本人とともに

出席して本人の助言者（代理人）として出席し、法的問題について意見を述

べる。 

 

  ４  任意入院者の入退院について 

        意思決定支援ガイドラインで対応する 

        ＊日弁連委託援助事業の対象 

        ＊任意入院者(15 万人）のうち真に自発的意思に基づき入院している人はど 

   の程度か？入院につきＮＯと言えない人がＹＥＳと扱われていないか？ 

 

  ５  虐待防止法を活用する 

      精神科病院職員は、地域包括職員等に比べ、虐待防止法に対する感度が鈍いよ

うに感じられる。 

      入院者が入院費用を滞納している事案では、養護者が入院者の資産を搾取し経

済的虐待をしている例が少なくない。 

      虐待防止法に基づく本人支援を通じて本人の資産や権利を保護する必要があ

る。 

 

  ６  成年後見人・保佐人・補助人（約 20 万人）は代弁者となり得る 

      後見人等は身上監護配慮義務、善管注意義務及び本人意思尊重義務を負う。 

   これは代弁者としての役割と整合する。 

   （後見人等報酬以外に特段の費用を要しない。） 

     そこで、成年後見人等の職務について代弁者としての職務を標準化すべき。 

 

  ７ 退院に向けた環境調整 

   退院に向けた環境調整のため、入院者の法律問題について、法テラス・特定援

助対象者法律相談制度（2018.1.24 開始）を利用して出張相談する 

      ＊弁護士の受任体制は整っているか？ 

        対応可能な弁護士は約１割（全国で 4,000 人）では 

   ＊特定援助対象者法律相談制度は１回限りの相談で、継続的な支援はできない。 

    （例えば破産申立・後見申立・生活保護申請等には委任契約が必要。）  

      継続的・包括的支援のためには地域援助事業者につなぐことが重要。 
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    ＊2018.3「地方公共団体による精神障害者の退院後支援に関するガイドライン」 

      （厚生労働省） 

 

 

 ＊  特定援助対象者法律相談制度とは 

  （限界はあるが代弁者制度に資するものとして活用可能） 

 １  根拠規定 

     総合支援法３０条３項 

     「特定援助対象者であって、近隣に居住する親族がいないことその他の理由に

より、弁護士、弁護士法人又は隣接法律専門識者のサービスの提供を自発的に

求めることが期待できないものを援助するため、自立した日常生活及び社会生

活を営むに当たり必要な法律相談を実施すること。」 

 ２  開始時期 

     ２０１８年１月２４日 

 ３  特定援助対象者とは 

     認知機能が十分でないために自己の権利の実現が妨げられているおそれがある 

 者（外出困難であることを要しない） 

 ４  申込み者 

     支援者による 

   （本人や家族は不可。が、通常の出張相談を利用できる。） 

 ５  申込先 

     法テラス地方事務所 

  ６  相談場所 

      特定援助対象者の住所・居所、入院・入所先 

 ７  費用 

     資力要件を満たす特定援助対象者は免除される。 

  ８  限界 

      単発（１回切り）の相談に限られ、継続的相談はできない。 

      継続的相談のためには委任契約・費用負担（資力要件を満たせば免除）が必要。 

 

                                                              以 上 
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2018年10月27日 全国精神医療審査会協議会 京都シンポジウム

権利擁護システムの実現に向けて
～大阪での活動より～

認定NPO法人大阪精神医療人権センター

副代表 山本深雪

大阪市北区西天満５‐９‐５ 谷山ビル９F
TEL 06‐6313‐0056 FAX 06‐6313‐0058
advocacy@pearl.ocn.ne.jp
https://www.psy‐jinken‐osaka.org/

大阪精神医療人権センターの沿革

１９８５年１１月 設立（密室内の人権侵害に対する救済活動を展開する）

１９９３年 ２月 大和川病院事件の始まり

１９９７年～ 大阪府精神保健福祉審議会に参加

１９９９年 ４月 ＮＰＯ法人化（2010年に認定ＮＰＯの認証取得）

２００３年 ４月 精神障害者権利擁護連絡協議会のもとで

精神医療オンブズマン制度の開始

２００９年 ６月 精神科医療機関療養環境検討協議会のもとで

療養環境サポーター制度の開始

大阪精神医療人権センターの主な活動

①声をきく（個別相談活動）

入院者から電話・手紙・面会による相談を受け、退院請
求や処遇改善請求の支援をする。

②扉をひらく（病院訪問・情報公開活動）

精神科病院を訪問して入院者から聞き取り等を行い、病
棟の療養環境の改善を求める。

③社会をかえる（啓発・広報・研究活動）

ニュース発行、講演会や政策提言等を行い、精神障害
者の権利についての社会の理解を高める。

①電話等による個別相談活動

２０１７年
度

２０１６年
度

２０１５年
度

①電話 ８５４件 ８３０件 ６７９件

②投書 ３３件 ３６件 ３０件

③ＦＡＸ ０件 ２件 ５件

④メール ４４件 ４件 ６件

合計 １０３３件 ９１１件 ７４７件
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①電話等による個別相談活動

≪電話等による相談の内容≫

• 「退院したい」、「退院させたい」、「面会に来てほしい」

• 「医師の対応が冷たい」、「薬の内容に不安、詳しい説明
が欲しい」 、「いつ退院できるか説明がない」、「職員から
暴行を受けた」 、「職員から言葉の暴力を受けた」

• 「『小遣い（金銭）』が自分でもてない。どのように管理され
ているかわからない」

• 「散歩・外出が自由にできない」等

①面会による個別相談活動

２０１７年度 ２０１６年度 ２０１５年度

面会者数 １０２回 ３９回 ２７回

病院数 １５病院 １２病院 １０病院

①面会による個別相談活動
≪相談者について≫ ※ ２０１７年度の実数３３名

・新規／継続 新規２０名、前年度からの継続１３名

• 性別 男性１８名、女性１５名

• 入院形態 任意入院６名・医療保護入院１４名・不明１３名

≪面会の頻度≫

年度内で面会回数最多１０回

≪面会活動における主な相談内容≫ （３３名分）

退院したい２５名、隔離拘束を解除してほしい・説明が不十分２名、
外出（外泊）したい１名、開放病棟に移りたい１名、面会に来てほしい
１名、その他３名（友人との面会を制限される、友人に手紙を渡せない
等）

精神科アドボケイト（権利擁護者）の
活動指針案・事業モデル案（提案）

２０１８年２月２８日

認定ＮＰＯ法人 大阪精神医療人権センター

厚生労働省が導入を計画されている精神科入院者への権利擁護活動に
ついて、以下の活動指針案、事業モデル案を提案します。
なお、権利擁護（advocacy）の担い手は、英語ではadvocateと呼ぶほうが一

般的なので、「精神科アドボケイト（権利擁護者）」という呼称を用いています。
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活動指針案／事業モデル案

◆精神科アドボケイトの活動指針案

精神科入院者の権利を守るために

精神科アドボケイトが必要で

その活動内容の概要を紹介した。

◆精神科アドボケイトの事業モデル案

精神科アドボケイトが権利擁護の活動をしやすくするために

人材の育成、支援体制の確立、事業推進等について提案した。

9

◆精神科アドボケイトの活動指針案

１ 目的は、権利を守ること

精神科に入院している人々の権利を守ることを目的とする。

権利擁護には、退院の促進を含む。

10

２ 権利擁護がなぜ必要か
①多くの精神科病院では、医療や保護の必要性を理由に、強制
入院、隔離、身体拘束、電話・面会・外出の制限といった基本的
人権の制限が日常的に行われている。病院側が強い権限を持つ
のに対し、入院者の味方になる人が付く仕組みがないため、力関
係のアンバランスを改善する必要がある。

②精神医療審査会による審査のうち、入院届・定期病状報告の
審査は書面上の形式的なチェックしか行われていない。退院請
求、処遇改善請求も本人からの請求を待つ制度であり、現状で
は請求件数が少なく、十分に機能しているとは言えない。

11

２ 権利擁護がなぜ必要か

③療養環境や医療の進め方などの面でも、精神科病院の課題は少な
くない。職員による暴力、金銭着服といった事件も、いまだに各地の病
院で発覚している。人権状況全般を向上させ、安心して利用できる精
神科医療にしていく必要がある。

④入院期間の長い人たち、社会的入院の状態にある人たちが多数い
る。必要以上に長い入院で人生の限られた時間を失うことは、幸福追
求権の侵害であり、財政面でも問題がある。退院促進につながるとい
う意味でも、権利擁護活動の効果は大きいと考えられる。

12
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３ 精神科アドボケイトの基本姿勢
①本人の味方である

• 入院者の味方として活動する。客観性を持った判断や公正さは必要
だが、中立ではなく、本人の側に立つことを基本姿勢とする。日本の
現状を踏まえると、本人から信頼を得るためにも、病院との力関係を
少しでも対等に近づけるためにも、中立の立場の第三者ではなく、
入院者の側に立った権利擁護者の導入が適切である。

• 医療を受けるかどうかは本人の自己決定が本来の原則であり、本
人が医療を受けたくないので あれば、その意向に沿って活動する。

13

３ 精神科アドボケイトの基本姿勢
②病院からの独立

病院から独立した立場で活動する。アドボケイトの支援を希望する
入院者は、病院を経由しなくても直接、利用を申し込めることとする。
活動の場所、時間、方法、内容について、病院側と必要な調整は行う
ものの、病院からの管理・監督は受けない。入院者との面談は本人が
希望した場合を除き、病院職員の同席なしで行う。面談内容は、本人
が病院側への伝達を望んだ事項を除き、病院側へ伝えない。

③入院者の個人情報や面談内容は、本人が関係先への伝達を望ん
だ内容を除き、秘密を守らなければならない。そうでないと、本人から
の信頼を確保できない。

14

４ 精神科アドボケイトの活動内容
①病棟内まで出向く

• アドボケイトは、閉鎖病棟や保護室まで出向いて活動できることと
する。入院者の置かれた状況や療養環境を把握するためにも、実際
の支援を行うためにも、入院生活の現場へ出向く必要がある。精神
科病院にとっても、外部の人間が病棟へ入ることによって、病院の
閉鎖性が減り、風通しを良くなるというメリットがある。

15

４ 精神科アドボケイトの活動内容
②実際に役立つ支援を行う

• 入院者の話に耳を傾け、困りごとや悩みごとを聞くことが出発点に
なるが、単に話を聞くだけではなく、入院者の権利を伝え、本人の意
向に沿って、実際に権利を守るために活動する。

• 具体的には、早期の退院、行動制限の解消、職員の行動・言動、療
養環境、日常生活、金銭管理、医療の進め方などが主なテーマに
なる。ここで対象とする医療の進め方とは、診断・治療計画・薬につ
いての説明不足、副作用への対処の不足、作業プログラムへの不
満といったことを指す。医療内容のうち医学的・専門的な部分は、基
本的には対象にしない。
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４ 精神科アドボケイトの活動内容
②実際に役立つ支援を行う

• 必要があれば、本人の了解を得つつ、病院内の医療スタッフやソー
シャルワーカー、地域の相談支援事業者、弁護士といった関係者に
伝え、必要な改善や支援につなぐ。

• なお、退院先の確保、家族との調整、経済的問題の解決といった具
体的なソーシャルワーク業務は、院内のソーシャルワーカーや地域
の相談支援事業者の役割である。

17

４ 精神科アドボケイトの活動内容
③エンパワメント

• 入院者の中には、長期の入院や管理された生活によって、無気力、
無関心になったり、仕方がないと思っていたり、自信をなくしたりして、
退院意欲や権利意識が弱くなっている人が少なくない。このため、そ
の人が本来持っている力を取り戻して発揮できるよう、心理的な支
援や知識・情報の提供を行う（エンパワメント支援）。その一環として
意思決定支援、意思表明の支援も行う。

• ただし、そうしたエンパワメントも本来は、退院支援委員会などで検
討したうえで、医療スタッフや退院後生活環境相談員、地域の援助
事業者が取り組むべきことであり、アドボケイトの活動は、異なる立
場から機会を提供するという位置づけになる。

18

４ 精神科アドボケイトの活動内容
④病院側と話し合い、改善向上に役立てる

• 病院の人権状況や療養環境の改善向上に役立つよう、病院側と
適宜、または定期的に話し合いをする。その際は、双方が落ち着い
て冷静に意見交換しないといけない。

• アドボケイトは、病院に対して上の立場から監督や勧告を行うもので
はない。病院から独立した立場という意味で、一定の緊張関係は必
要だが、病院を敵視して攻撃することは、アドボケイトとして取るべき
態度ではない。

19

◆精神科アドボケイトの事業モデル案

１ 事業の対象範囲
精神病床の入院者を対象とする。

法律上の入院の種類は限定しない。

任意入院の中にも、消極的同意（入院を拒否しない）の形で

入院した人（非自発的入院）が含まれている。

また、最初は本人の意思で任意入院して、

後から退院したいと思うようになっても、

病院側から説得されて入院を続けているケースがあるので、

支援の対象とする。
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２ 活動の種類

権利擁護を効果的に行うため、次の２種類の活動を組み合わせる。

（A）個別の支援活動

― ―個々の入院者から依頼連絡を受け、

病院へ出向いて個別支援を行う。

（B）病院訪問型の活動

――各病院へ出向いて病棟へ入り、

対象者を特定せずに相談に乗る。

21

２ 活動の種類

個別支援の活動だけでは、自分で連絡して支援を求める力のある
入院者しか対象にならない。声を出せない人たち、気力や発信力の
低下している人たちにこそ、権利擁護の機会を届ける必要がある。そ
のためには病棟へ出向いて、いろいろな入院者の話を聞き、相談に
乗る活動が欠かせない。

そうした病院訪問型の活動は、外部の目を入れて病院の風通しを良
くするという意味でも、効果的かつ効率的である。

両方をやらないと権利擁護として不十分になる。両方を並行して行う
ことによって、病院や入院者の状況の把握が立体的になり、活動に
相乗効果が生まれる。

22

３ 担い手と研修

• アドボケイトになるのは、精神科の入院経験者、福祉・医療・法律の
専門職、一般市民など、資格や属性は問わない。入院経験者による
ピア活動は、本人を勇気づける意味が大きい。

• 活動には、専門職を含めて、一定日数の研修（たとえば計３～４日
間）の受講を条件とする。精神科医療の歴史、精神保健福祉と医療
の法制度、精神科医療の人権をめぐる課題、精神医学の基本知識、
権利擁護者の役割と姿勢、入院者の心理、対人援助の方法、利用
できる社会資源などについて、基本的な知識と技法の習得が必要で
ある。講義形式だけでなく、演習（ロールプレイ形式など）や実地研
修も取り入れ、実際の権利擁護活動への見学実習も行うのが望まし
い。

23

４ 個別支援の実施方法

• 個別支援は、入院者本人から直接の依頼を受けて応じる。家族から
の依頼も可能とする。アドボケイトの支援を依頼できることは、入院
時の告知と院内掲示で周知し、職員からも随時、伝える。

• 個別支援は、病院へ出向いて本人と面談することを原則とする。面
談は会話の秘密を保てる部屋で行う。入院中の状況を把握する意
味で病棟も見ておくほうがよい。面談後も、電話などで連絡を取れる
ようにする。病院側は、面談場所の確保、病棟見学、通信連絡に協
力する。

• 病院には複数で出向くのを基本とする。ただし状況に応じて１人で出
向くこともありうる。

24
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５ 病院訪問型の活動の実施方法
• 各病院・各病棟の状況の把握や、入院者とのかかわりの継続性を考える
と、さしあたり１つの病院につき月１回以上、半日程度滞在する形で、病
院訪問型の活動を行うことが望ましい。

• 訪問活動は、できれば５～６人、最低でも２人以上で出向く必要がある。１
人では、接触できる入院者の数、事実関係や状況評価の客観性の担保、
アドボケイト自身の心理的負担や孤立、病院側と話し合う場合の対応と
いった面で無理がある。

• 同じ病院に同じアドボケイトばかりが出向くと、他の病院ではどうかという
横の比較ができず、その病院の状況に慣れすぎる可能性があるので、訪
問はメンバーを適宜、交代して行う。

• 病院側の了解を得られれば、投書箱の点検、院内の人権関係委員会へ
の出席も行うとよい。

25

６ 報酬、保険など

・アドボケイトには、それぞれの活動状況に応じて、相応の賃金または
報酬と、交通費などの実費を支給する。

・活動には、記録の作成、ケース検討、連絡調整などの時間も必要で
ある。

・実施事業所は、雇用の形を取る場合の労災保険のほか、事故に備
えた傷害保険と賠償責任保険に加入する。

26

７ 権利擁護センター

• 個別支援活動・病院訪問型活動の計画と調整、活動のサポート、情
報の集約、研修の実施のため、「精神科権利擁護センター」を原則
として都道府県ごとに設ける。

• アドボケイトがばらばらに活動するだけで、横の情報連絡がないと、
自分がかかわった問題の位置づけや意味合いがわからず、どう対
処したらよいのか悩んでしまう。

• 組織的なサポートと検討が欠かせない。活動を十分に理解した事
務局スタッフが必要である。

27

７ 権利擁護センター

• 入院者が利用を希望する場合、どの相談支援事業所を選ぶかという
問題もある。本人の希望が特になければ権利擁護センターで受け付け
る形にし、その電話番号を病棟内に掲示するのがよい。

• 権利擁護センターは、活動の独立性と柔軟性を確保するため、行政
や精神保健福祉センターとは切り離して設ける必要がある。精神科の
権利擁護に取り組む市民団体が存在する都道府県では、その団体が
権利擁護センターを担う形でもよい。そうでない地域では、地域事情に
応じて、たとえば弁護士会、精神保健福祉士協会、当事者団体などが
協議して設立することが望ましい。
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８ 関係団体・機関による協議の場

原則として都道府県ごとに、精神科医療に関係する団体・機関は定期
的に協議の場を持ち、精神科病院の人権状況やアドボケイトの活動
について情報・意見を交換する。

権利擁護センターが中心となり、精神障害の当事者団体、精神科病
院協会、弁護士会、精神保健福祉士協会、相談支援事業者の団体、
家族会連合会、精神科診療所協会、精神保健福祉センター、精神医
療審査会、自治体の担当部署、精神科看護関係団体、障害者の権利
擁護にかかわる市民団体、研究者などが参加する。

必要に応じて都道府県内のブロック単位でも協議の場を持つことがで
きれば、より望ましい。

将来的には全国レベルでも、そうした協議の場を設けることが期待さ
れる。

29

９ 事業の方式、研修の進め方についての検討課題

• 権利擁護は今回、障害者総合支援法による地域生活支援事業とし
て行う予定とされている。その際、市町村の任意事業として個々の
相談支援事業者に委託する形を取るのは、適切と思えない。市町村
にも相談支援事業者にも、現状では精神科の権利擁護のノウハウ
がないうえ、精神科病院が地理的に偏在していることも多く、関心度
の格差、実施状況の格差が大きくなるのは必至である。

• また、相談支援事業所は、入院の依頼などで病院に世話になってい
ることがしばしばあり、病院に対して物が言いにくい場合がある。精
神科病院と同じ医療法人や系列の社会福祉法人が経営している相
談支援事業所もけっこう存在しており、それらは少なくとも当該病院
の入院者の権利擁護を行うのに不適当である。

30

９ 事業の方式、研修の進め方についての検討課題

• 以上のことから、適切かつ効果的に事業を進めるには、市町村域を
超えた横の連絡、広域的な精神科病院の状況把握が欠かせないこ
とから、都道府県の必須事業とするべきである。先に述べた権利擁
護センターの設立と、その活動の業務委託も、都道府県事業のほう
が、スムーズにできる。

• 研修について、都道府県の担当者が事業の趣旨を理解することは
必要だが、実際に事業を担う相談支援事業者への研修、アドボケイ
トの養成研修には、実務的なノウハウが欠かせず、行政の職員が行
うのは無理である。それらの研修は、精神科の権利擁護について専
門的な知識と経験を持つ団体（またはその共同事業体）に委託して、
地方ブロックまたは都道府県ごとに開催するのが適切と考えられる。

31

１０ 権利擁護全体の中での事業の位置づけ

• 障害者総合支援法に基づく精神科の権利擁護事業は、入院者の権
利を守るうえで極めて重要な役割を果たすことが期待されるが、権
利擁護は、これだけで十分なものになるわけではない。

• 障害者権利条約を踏まえつつ、虐待防止法制の医療機関への適用、
精神科入院制度の抜本的な見直し、法律による権利救済制度の見
直し、法律家による権利擁護システムの整備、入院中の処遇基準
の見直しなどを進めていくことが求められる。

以上
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「アドボケーターガイドライン」との違い

≪目的≫

●アドボケーターは、入院者にとって入院生活の困り
ごとの相談相手で、入院者が主体的に精神科医療
を受けられるように側面的に支援をする。

○人権センターの権利擁護活動は、強制入院や行動
制限による権利侵害を未然に防止するとともに、入
院者が自由や権利を制限ないし侵害されたときにこ
れを回復するための権利行使を支援する。

「アドボケーターガイドライン」との違い

≪活動内容≫

●アドボケーターは、入院者の直接的支援はしない。
入院継続を前提に、入院者の不安・不満・心配事を
聴いて、その内容を病院側に伝える。

○人権センターの権利擁護活動は、入院者が退院や
処遇改善に向けて力をつけること（エンパワメント）
を支援し、病院側へ働きかける。入院者から聞いた
内容を本人の了解なしに病院に伝えることはない。
また、病院の療養環境についても改善を求める。

「アドボケーターガイドライン」との違い

≪活動主体の独立性≫

●アドボケーターが訪問した際の実施方法については
病院側の指示に従い、アドボケーター活動報告書を
病院側に提出する。病院からの独立性が確保され
ていない。

○人権センターの権利擁護活動は、病院から独立した
第三者として、病院による権利侵害に対して救済活
動を行ったり病院の療養環境の改善を求めたりする。

大阪精神医療人権センターの活動を全国へ

人権センターの活動は、①個別相談活動により病院による
権利侵害からの救済等を図ること、②病院訪問活動により
療養環境を改善することを通じて入院者の権利侵害の防止
等を図ること、③啓発・広報・研究活動により精神障害者の
権利に関する社会の理解を高めることで、精神障害者の権
利を実現していこうとするものである（アドボカシー） 。

入院中の精神障害者の権利擁護活動は全国において実施
されるべきものであり、人権センターが大阪で行っているよ
うな活動が全国で取り組まれることを提言したい。
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